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電子帳簿保存法 対策セミナーの実施について【受講無料】 

令和 5 年 10 月からインボイス制度が開始し、また電子帳簿保存法への対応準備も求められます。 

令和 4 年に義務化されてから、2 年の猶予期間が間もなく終了となります。電子帳簿保存法についての

概要と、実際に事業者が取り組むべき電子取引について、セミナーで説明をいたします。 

◆日  時：令和 5 年 12 月 6 日(水) 14：00～16：00 

◆会  場：加東市商工会館 2 階 大会議室(加東市社 717-1) 定員 25 名 

◆講  師：兵庫太和税理士法人 明石営業所 所長税理士 川淵 佳子 氏 

  ◆内  容：1.電子帳簿保存法の概要 

        2.電子取引とは 

        3.小さな会社が注意すべきポイント 

        4.電子帳簿保存法の最新情報 

        5.実務を行う上での注意点 

 ◆申  込：下記 URL に掲載の申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックス、メールまたは電話で 

12 月 1 日(金)までにお申し込みください。 

  ◆お問い合わせ：加東市商工会 業務推進課 谷川・阿江 

        TEL 0795-42-0253 FAX 0795-42-2299 Mail tanigawa@katosci.or.jp 

        URL https://www.katosci.or.jp/archives/5059 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様の事業計画作成のお手伝いをします。 

経営革新計画、事業継続力強化計画、各種補助金

の申請書作成について行政書士がアドバイスしま

す。社長、後継者の皆様、おひとりで悩まずに是

非ご相談ください。 

 

日時：毎週金曜日 

講師：行政書士 藤岡 勝雅 氏 

（藤岡行政書士事務所 代表）※要予約制 

【お問合せ・申込】加東市商工会 経営支援課  

TEL：0795-42-0253 

 

 

 

 

 

事業計画書等を作成したい事業所向け個別相談会 

加東市商工会では、日本政策金融公庫の融資等に

ついて斡旋指導を行っています。 

運転資金や設備資金、開業資金でお困りの方は、

ぜひ一度商工会へご相談ください。 

 

例えばこのような資金用途でお困りの場合 

「運転資金」仕入資金、諸経費の支払い等 

「設備資金」営業車両、機械設備の購入等 

 

【お問合せ・申込】加東市商工会 経営支援課  

TEL：0795-42-0253 

 

 

 

 

 

 

 

事業資金のご相談は加東市商工会へ 

加東市商工会では、組織力の強化を図るための会員増強運動に取り組んでいます。 

まだ商工会に加入されていないお知り合いの事業所の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

後日、商工会の事業概要説明にお伺いさせていただきます。 

【加入条件】 原則、加東市内に事業所または自宅を有している事業所 

【メリット】◆経営計画書作成指導(持続化・ものづくり・創業補助金) 

      ◆セミナー開催(経営強化・人材育成等) 

      ◆専門家派遣(年 3 回まで無料) 

      ◆金融相談(低利融資・一般貸付等) 

      ◆税務・経理相談、労務相談 

      ◆各種共済保険制度の取り扱い(火災共済・経営セーフティ共済・小規模企業共済等) 

【お問合せ】 加東市商工会 TEL:0795-42-0253 

 

 

「商工会員増強運動」実施中！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省では、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押しす 

るための支援が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

令和 5 年度 加東市原油価格等高騰経済対策補助金 

申請期間：令和 5 年 8 月 1 日（火）～令和 6 年 1 月 31 日（水） 

◆補助対象者 
 令和 5 年 3 月以前から市内で事業活動を開始し、 

かつ、今後も事業を継続する意思があること。 
 また、次の①～③のいずれかに該当していること。 

①中小企業基本法第 2 条第 1 項各号に該当し、市内 
に事業所を有する中小企業者 
※個人農家も該当する場合があります。 

 ②市内の農事組合法人又は集落営農組織 
 ③市内において医療・福祉サービスの事業所又は 

施設を運営する法人 
◆補助対象経費（消費税を抜いた金額が対象） 

①光熱費…市内にある事業所で使用される電気代・ガス代 

②燃料費…市内にある事業所で使用されるガソリン・灯油・ 

軽油・重油の購入費※ただし、販売目的の費用は対象外 

◆補助金の額 

 １事業所あたり補助限度額 50 万円（千円未満切捨て） 

 令和 5 年 1 月から令和 5 年 12 月までのうち、任意

の 3 か月の光熱費（税抜）及び燃料購入額（税抜）

の合計額の 20％（千円未満切捨て）の金額を支給。 

◆申請方法 

 申請書類：加東市ホームページからダウンロード 

 申請方法：郵送による申請及び電子申請 

【お問合せ】加東市原油価格等高騰経済対策 

補助事業事務局 

      電話：0795-27-8230 

      ※平日 10 時～16 時 

 


